
議案第１５号 

 

   北名古屋市国民健康保険条例の一部改正について 

 

 北名古屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定め

るものとする。 

 

  令和５年２月２４日提出 

 

              北名古屋市長 太 田 考 則 

 

 

   提案理由 

 

 この案を提出するのは、健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児

一時金の額が引き上げられることにより、本条例の一部を改めるため必要

があるからである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



北名古屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 

北名古屋市国民健康保険条例（平成１８年北名古屋市条例第１１４号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「４０万８，０００円」を「４８万８，０００円」に改

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の第３条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険

者の出産育児一時金の額について適用し、同日前までに出産した被保険

者の出産育児一時金の額については、なお従前の例による。  


